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盛岡市立山王老人福祉センター及び盛岡市立山王児童センターの管理を行う指定管理

者の指定期間の変更について 

 

１ 指定管理者の指定期間を変更する公の施設 

(1) 名 称  ア 盛岡市立山王老人福祉センター 

イ 盛岡市立山王児童センター 

(2) 位 置  ア 盛岡市山王町10番25号 

       イ 盛岡市山王町10番25号 

 

２ 指定管理者 

(1) 団体名称 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団 

(2) 代表者名 理事長 菊 地 昭 夫 

(3) 所在地  盛岡市若園町２番２号 

 

３ 指定期間 

(1) 変更前  平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 

(2) 変更後  平成31年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

４ 指定期間を変更する理由 

  盛岡市立山王老人福祉センター及び盛岡市立山王児童センターは令和７年度に移転、建設工事

を実施する予定である。これに関わって、条例改正や仕様書の大幅な変更が必要であることから、

それまでの期間については現在の指定管理者に管理運営を継続させ、移転に併せて新たに指定管

理者を指定することが管理運営上効率的であるため。 

 

５ 指定期間の変更までの経過 

  令和６年３月27日 指定期間の変更の議決 

      ３月29日 指定管理者への通知・告示 

 


